
全国一斉４／２３「コロナ災害を乗り越える－いのちとくらしを
守るなんでも電話相談会・第１３弾」フリーダイヤル【拡散希望】
「コロナ災害を乗り越える 　いのちとくらしを守る なんでも電話相談会
～住まい・生活保護・労働・借金 etc…～」【第１３弾】実施のお知らせ

　コロナ禍の中、休業、解雇・雇い止め等により、労働者、事業者、学生、業種・職種を問わず、多くの人が、収入減少、失業等に追い込
まれています。
失業の長期化、利用可能な支援策の終了等により、仕事や生活の不安を抱えている方、孤立して出口が見えない状況に追い込まれている方
などが増えています。

　そこで、引き続き、全国の弁護士、司法書士、労働組合、諸団体が連携して、下記要領にて、電話相談会【第１３弾】を開催いたします。
お気軽に、ご相談ください。また、多くの方にお知らせください。

【日　　時】　４月２３日（土）午前10時～午後10時
【電話番号】　０１２０－１５７－９３０（フリーダイヤル）
上記時間帯、全国どこから架けても空いている回線に無料でつながります。

【相談例】
・生活費を支援する制度について知りたい。
・収入が減ったので、来月の家賃が払えそうもない。
・バイトを切られ、学費を払えない。
・今すぐ生活保護を受けられるか。
・住居を喪失した。
・福祉の窓口で追い返された。
・コロナウイルスによる営業不振を理由に雇い止めされた
・休業手当が払われない。新しくできた休業支援金のことが知りたい。
・無理な働き方でコロナに感染
・学費の支払いや奨学金の支払いが困難
・フリーランスや事業者を支援する制度について知りたい。
・住宅ローンなど借金の返済に困っている。
・コロナの「自宅療養」で困っている。
・コロナで生きるのが苦しい。死にたい気持…
・その他、様々な支払いができなくなるので不安である。

【携帯電話が止まってしまっている方へ】
携帯電話が止まっている方でも、下記の各地域の方は、フリーＷｉ－Ｆｉから電話をいただけるようになりました。

https://saitamasogo.jp/archives/89485
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こちらのURLからアクセスし、下記の発信コードを入力してください。
https://pub.oden.works/#/

発信コード
北海道：0423hok
岩手：0423iwa
秋田：0423aki
福島：0423fuks
群馬：0423gun
埼玉：0423sai
千葉：0423thib
東京：0423tok
神奈川：0423kan
福井：0423fuki
愛知：0423ait
滋賀：0423shi
京都：0423kyo
大阪：0423osk
島根：0423shim
岡山：0423oka
広島：0423hir
福岡：0423fuko

https://pub.oden.works/#/


【寄付のお願い】
この電話相談会は、フリーダイヤルの通話料等で、毎回、５０万円程度の開催経費がかかっていますが、多くのみなさまの寄付に支えられ
て継続的に実施できおり、心より感謝申し上げます。
寄付口座は次のとおりですので、ご協力いただけますと幸いです。

百五銀行　橋南支店
普通預金　504273
コロナ災害を乗り越えるいのちとくらしを守る相談会代表田中武士

【主　 催】コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも電話相談会実行委員会
埼玉は、反貧困ネットワーク埼玉（連絡先：弁護士猪股正　048-862-0355/埼玉総合法律事務所）など

【協力】反貧困ネットワーク

＊チラシのダウンロード→　こちら
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「妻、小学生になる。」弁護士伊須慎一郎
死後の世界があるかどうかは分かりませんが、大切な人を失った後、残された人はどう生きていくのか。
下を向いて背を丸めて生きていた圭介（堤さん）が、最後は空を見上げて前を向いて生きていく。
圭介は夕日に照らされ、そこまで10年もかかりました。

最後のシーンを見て、韓国ドラマ「トッケビ～君がくれた愛しい日々～」で、ウンタク（キム・ゴウンさん）がキム・シン（コン・ユさん）
に「残された人は一生懸命生きないと」「ときどき泣いても、また笑ってたくましく生きる。　愛してくれた人への礼儀よ」と、現世での
別れを告げるシーンを思い出しました。

ロシア軍がウクライナに侵攻して38日目。
国連人権高等弁務官事務所は、ロシアによる軍事侵攻が始まった先月24日から今月24日までに、ウクライナで少なくとも1081人の
市民が死亡したと発表しました。
このうち93人は子どもだと発表しています。
市民だけでなく、兵士にも生きる権利はあるはずで、いち早く停戦合意が交わされ、停戦合意が遵守されることを望みます。

日々、生きる意義を考えています。

弁護士　伊須　慎一郎

事務所ニュース　２０２２年新年号　巻頭挨拶（弁護士　伊須
慎一郎）
国内でのワクチン接種なども進み、国内のコロナウィルスの感染者は激減しましたが、ここにきて新たに感染力が強いと言われているオミ
クロン株の感染拡大が懸念されています。事務所のある浦和の商店街も活気を取り戻しつつある状況でしたが、年末・年始にかけて予断を
許さない状況です。

これまでに人や物の動きが大幅に制限される中で、物流関係などを中心に仕事が大幅に減少してしまい、雇用形態でないことフリーランス
やシフト勤務の労働者に大きなしわ寄せがあり（休業手当が受けられない等）、アルバイトができないことで生活困窮する大学生、多くの
教員が一斉休校により教育格差が拡がっていると指摘する等、国民の様々な生活面で危機的状況が報告されています。

そのため、日本の借金は膨らみ続けていますが、今や、命や生活を奪われようとしている勤労者・生活者・子供たちの生活を守るために、
優先順位を定め、無駄遣いを止め、公正な予算執行が行われることが強く求められています。
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ところが、２０２１年度の防衛予算は補正予算を含め、初めて６兆円を突破することになりました（７年で１兆円の増加）。自由民主党は
ＧＤＰ比２％以上の防衛費倍増を検討しています。そうすると、社会保障などを中心に、国民の「現実の暮らし」を守るための予算が今後
も切り下げられることが見込まれます。維新の会も加わった自民党改憲勢力が念願の憲法改正を実現すれば、防衛費は憲法９条の制限なし
に増加する一方です。今年１年も改憲動向を注視し、行動しながら、安心・安全に事務所運営を継続していきたいと考えています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　弁護士　伊須慎一郎

弁護士会会長を退任しました（弁護士　高木　太郎）
３月３１日をもって、埼玉弁護士会会長の任期を終えました。
埼玉の会長としてもそうですが、日弁連の理事としても、新しい事柄を見聞きする機会がたくさんあり、いろいろな新しい視点も知りまし
た。
まだ、十分消化出来ておりませんが、これからの自分の業務にも活かしていきたいと思います。
しばらくのんびりして、頭と心の整理をつけてから、通常業務に戻りたいと思います。
ご迷惑をおかけしますが、どうか、よろしくお願いします。

弁護士　高木　太郎

さようなら　お世話になりました（弁護士　梶山敏雄）
我が事務所の創設者である宮澤洋夫・元弁護士が２０２２年２月２２日に９５才で、我が事務所の在り方の原型を創った城口順二弁護士が
２０２２年３月１１日に８０才で、相次ぎ亡くなられました。
宮澤先生は関東弁護士連合会（関弁蓮）理事長、城口先生は日本弁護士連合会（日弁連）副会長に就任するなど、受任された数々の人権事
件なども含めて、お二人とも華々しい弁護士経歴を有します。
亡くなられた日が「２０２２．２．２２」、「３．１１」など、特に記憶に残る日であったことが不思議な感じがします。
お二人の人となりについてはここでは語り尽くせぬものですが、本当にお世話になりました。
改めて「合掌」

弁護士　梶山　敏雄
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猫のフリ見て、我がフリ直せ、ヨシ！（弁護士　鴨田　譲）
慣れと慢心、見てない、他人事、自己流、守らない、まあいいか・・

早いもので弁護士になってから１０年が過ぎました。

埼玉土建に貼ってあったこのポスターを見て改めて自分がこの猫のようになっていないか日々の行動を見つめ直しています。

弁護士　鴨田　譲

JSPO（公益財団法人日本スポーツ協会）【Sport
Japan 2022年1・2月号(vol.59)】に佐渡島
啓 弁護士の記事が掲載されました。
JSPO（公益財団法人日本スポーツ協会）　Sport Japan 2022年1・2月号(vol.59)付 　

これですっきり トラブル防止・解決のヒント第11回

Sport Japan 2022年1・2月号(vol.59)これですっきり トラブル防止・解決のヒントダウンロード

少年法改正（弁護士　南木　ゆう）
２０２２年４月１日、改正少年法が施行されます。今回の改正では、１８、１９歳の少年を「特定少年」と定義した上で、１７歳以下の少
年とは異なる規定が新設されました。

少年事件は、全件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定するのですが、家庭裁判所が保護処分ではなく刑罰を科すべきだと判断
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した場合には、検察官送致（逆送）決定がなされます。
現状でも、特定の重大事件（例えば、１６歳以上の少年のとき犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件）は原則逆送対象
事件とされていましたが、今回の改正で原則逆送対象事件が拡大（例えば、１８歳以上の少年（特定少年）のとき犯した死刑、無期又は短
期１年以上の懲役・禁固に当たる罪の事件が追加）され、逆送決定後は２０歳以上の者と同様に扱われるなど、１７歳以下の少年と「特定
少年」は異なる取り扱いがされることになりました。
また、少年のとき犯した事件については、犯人の実名・写真等の報道が禁止されていますが、「特定少年」のとき犯した事件について起訴
された場合には、報道の禁止が解除されます。
これに伴い、最高検察庁は、裁判員裁判の対象事件など「犯罪が重大で地域社会に与える影響も深刻な事案」を起こした「特定少年」が起
訴されたときは実名公表の検討対象にするという考え方を明らかにしました。

少年事件に付添人として携わっていると、１８歳、１９歳の少年はまだまだ未成熟で、環境を整えてあげたり、周囲の人たちが働きかける
ことによって、驚くほど良い方向に更生していくと感じることが多いです。一定の線引きは難しいと思いますが、特定少年だからといって
も、成人とはやはり大きく異なると思います。
「特定少年」になっても、変わらず少年の可塑性を信じて、少年の保護に欠けることのないように、少年事件に取り組んでいきたいと思っ
ています。

弁護士　南木　ゆう

過労死事件の学習会（弁護士　佐渡島　啓）
昨年末、10年ほど前に取り組んだ過労死事件をテーマにした学習会の講師を要請されました。
当時の事件記録や判決文を改めて読んでいるのですが、遺族はもちろん、事案解明に協力していただいた被災者の同僚など関係者の方の顔
も浮かび、懐かしい思いもしながら、準備を進めています。

このような学習会を通じて過去の取り組みを振り返りながら、現在受任している件の検討を深めたいと思います。

弁護士　佐渡島　啓
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「戦没者の遺骨を基地の埋立てに使わないでください」（弁護士
伊須慎一郎）
年末の朝日新聞に沖縄県那覇市在住の具志堅隆松さんが40年、ボランティアで沖縄戦の戦没者の遺骨収集をしているという記事が掲載さ
れていました。

激しい戦闘があった沖縄南部では、砲撃でバラバラになった遺骨が多いそうです。

戦争で無念の死を遂げた戦死者の骨が含まれた土砂を、軍隊を持つことが許されないはずの日本の沖縄辺野古新基地の埋立てに使う。

こんな理不尽なことは許されないと考える自治体は多いようで、１００を超える地方自治体が、戦没者の遺骨が含まれた土砂を辺野古新基
地の埋立てに使うことに反対しているということです。

しかし、全国の地方自治体は都道府県も含めると、１７６５もあります。
私の、そして、あなたの大事な人が、砲撃でバラバラにされて殺された。その遺骨が含まれた土砂が、大事な人を殺した米国の軍事基地の
埋立てに使われることを想像してみてください。

より多くの自治体から戦没者の遺骨を辺野古新基地建設のために使わないでくださいと、非情・冷淡な政府にＮＯの声を届けたいです。

弁護士　伊須慎一郎
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